
戸田市入札参加資格者実態調査要領 
平成２５年３月１５日市長決裁 

（目的） 
第１条 この要領は、戸田市入札参加資格者名簿に登載されている者（以下「登

録業者」という。）について、不適格業者を排除し、公正な競争を確保するため

に、営業活動の実態を調査することについて、必要な事項を定めるものとする。 
（調査対象） 

第２条 この要領による調査の対象は、原則として登録業者を対象とする。 
（調査項目） 

第３条 次の各号のうち、必要な事項について調査を行うものとする。 
 (1) 事業所の所在地 
 (2) 看板又は表札掲示の有無 
 (3) 電話・電気設備・机等什器の有無 
 (4) その他営業活動の実態を把握するために必要な事項 
（調査方法） 

第４条 調査方法は、原則として予告をせずに、職員が現場の確認を行い、必要

に応じて聞き取り調査を行うものとする。 
（改善指導） 

第５条 市長は、調査の結果、改善を要すると認めた登録業者について、事業所

実態調査に係る改善指導書（第１号様式）により指導を行う。 
２ 前項の規定により指導を受けた登録業者は、事業所実態調査に係る改善報告

書（第２号様式。以下「改善報告書」という。）により、市長に対し、指定され

た期日までに改善結果を報告しなければならない。 
（再調査） 

第６条 前条第２項の規定により、改善報告書が提出された場合は、職員は速や

かに再調査を行い、改善されたかどうかを判断するものとする。ただし、改善

内容が軽易であると認められる場合は、再調査を省略することができる。 
（入札参加の制限等） 

第７条 市長は、登録業者が正当な理由なく調査を拒んだ場合は当該登録業者の

入札参加を制限することができる。 
２ 市長は、第５条に規定する改善指導を行ったときは、同条に規定する報告書

の提出、及び第６条に規定する再調査により、改善されたことが確認できるま

での間、当該登録業者の入札参加を制限することができる。 



（その他） 
第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
   附 則 
この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
 



第１号様式（第５条関係） 
年  月  日 

 
             様 
 

戸田市長         印 
 

事業所実態調査に係る改善指導書 
 

   年  月  日に実施した貴社の実態調査の結果について、次のとおり改

善を要する事項がありましたので、速やかに改善されるよう指導します。 
  この指導書に基づく改善状況を事業所実態調査に係る改善報告書により、提

出期限までに提出してください。 
  なお、改善の確認ができるまで、入札参加はできないことを申し添えます。 
 
 １ 改善事項 

項目 内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２ 事業所実態調査に係る改善報告書の提出期限 
      年  月  日 
 ３ 提出先 
  戸田市役所管財入札課入札担当 



第２号様式（第５条関係） 
年  月  日 

 
（宛先）戸田市長 
 

所 在 地               
商 号               
代表者氏名               

 
事業所実態調査に係る改善報告書 

 
   年  月  日付で指導のありました改善を要する事項については、次の

とおり改善しましたので報告します。 
 
 １ 改善内容 

項目 内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 写真、証明書、届出書等改善状況が確認できるものを添付してください。 


